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住民生活課
お知らせ

廃
乾
電
池
を
回
収
し
ま
す

■
減
額
さ
れ
る
期
間

　

・
改
修
工
事
が
終
了
し
た

翌
年
度
分
の
み

■
そ
の
他

　

・�

こ
の
制
度
に
よ
る
減
額
は
１
戸

に
つ
き
１
度
し
か
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん

　

・�

新
築
住
宅
の
減
額
や
、耐
震
改

修
工
事
に
よ
る
減
額
と
同
時
に

適
用
は
で
き
ま
せ
ん（
た
だ
し
、

省
エ
ネ
改
修
工
事
に
よ
る
減
額

と
の
同
時
適
用
は
可
能
で
す
）

■
申
告
手
続
き

　

工
事
完
了
後
３
か
月
以
内
に
、改

修
工
事
内
容
が
確
認
で
き
る
書
類
等

を
添
付
の
う
え
税
務
課
へ
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。申
告
書
は
、税
務
課
に
備

え
付
け
て
い
ま
す
。

　

地
球
温
暖
化
防
止
に
向
け
て
家
庭

部
門
の
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
の
削
減
を
は

か
る
た
め
、一
定
の
省
エ
ネ（
熱
損
失

防
止
）改
修
工
事
を
行
っ
た
場
合
、住

宅
の
固
定
資
産
税
の
減
額
措
置
を
受

け
ら
れ
ま
す
。

■
対
象
住
宅
の
要
件

　

・�
平
成
20
年
１
月
１
日
以
前
か
ら

存
在
す
る
住
宅（
賃
貸
住
宅
を

除
く
）

　

・�

令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で
に
、

次
に
掲
げ
る
①
を
含
む
省
エ
ネ

改
修
工
事
が
完
了
し
た
住
宅

　
　

①
窓
の
断
熱
改
修
工
事

　
　

②
床
の
断
熱
改
修
工
事

　
　

③
天
井
の
断
熱
改
修
工
事

　
　

④
外
壁
の
断
熱
改
修
工
事

　
　

※�

改
修
部
分
が
、い
ず
れ
も
現
行
の
省

エ
ネ
基
準
に
新
た
に
適
合
す
る
こ
と

　

・�

省
エ
ネ
改
修
工
事
に
要
し
た

費
用
が
、補
助
金
な
ど
を
除
き

50
万
円
を
超
え
る
も
の

　

・�

改
修
後
の
住
宅
の
床
面
積
が
50

㎡
以
上
２
８
０
㎡
以
下
で
あ
る

こ
と

■
減
額
さ
れ
る
範
囲
と
税
額

　

・�

住
宅（
併
用
住
宅
の
店
舗
・
事

務
所
部
分
を
除
く
）の
固
定
資

産
税
の
３
分
の
１
、長
期
優
良

住
宅
の
場
合
は
３
分
の
２

　
　

�（
た
だ
し
、１
戸
あ
た
り
床
面
積

１
２
０
㎡
に
相
当
す
る
税
額
が

限
度
と
な
り
ま
す
）

■
減
額
さ
れ
る
期
間

　

・�

改
修
工
事
が
終
了
し
た
翌
年
度

分
の
み

■
そ
の
他

　

・�

こ
の
制
度
に
よ
る
減
額
は
１
戸

に
つ
き
１
度
し
か
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん

　

・�

新
築
住
宅
の
減
額
や
、耐
震
改

修
工
事
に
よ
る
減
額
と
同
時
に

適
用
は
で
き
ま
せ
ん（
た
だ
し
、

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
に
よ

る
減
額
と
の
同
時
適
用
は
可
能

で
す
）

■
申
告
手
続
き

　

工
事
完
了
後
３
か
月
以
内
に
、改

修
工
事
内
容
が
確
認
で
き
る
書
類
等

を
添
付
の
う
え
税
務
課
へ
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。申
告
書
は
、税
務
課
に
備

え
付
け
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、税
務
課（
☎
６
３･

３
８
０
２
）ま
で
。

　

回
収
箱
を
設
置
し
ま
す
の
で
、回
収

袋
か
ら
取
り
出
し
て
、廃
乾
電
池
の
み

を
回
収
箱
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

　

以
前
の
よ
う
に
回
収
袋
に
入
れ
た

ま
ま
で
は
、出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　

回
収
袋
は
保
管
用
と
し
て
ご
使
用

く
だ
さ
い
。

●
場
所
…
各
地
区
の

�

大
型
ご
み
収
集
場
所

回
収
日
…
10
月
31
日（
日
）

住
宅
の
省
エ
ネ（
熱
損

失
防
止
）改
修
工
事
に

伴
う
固
定
資
産
税
の

減
額
制
度
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老
齢
基
礎
年
金（
65
歳
か
ら
受
け

ら
れ
る
年
金
）は
、20
歳
か
ら
60
歳
に

な
る
ま
で
の
40
年
間
保
険
料
を
納
め

な
け
れ
ば
、満
額
の
年
金
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
な

ど
に
よ
り
、保
険
料
の
納
付
済
期
間

が
40
年
間
に
満
た
な
い
場
合
は
、60

歳
か
ら
65
歳
に
な
る
ま
で
の
間
に
国

民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
に
よ
り
、満
額
に
近
づ

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る

た
め
に
は
保
険
料
の
納
付
済
期
間
や

保
険
料
の
免
除
期
間
等
が
原
則
と
し

て
10
年
以
上
必
要
と
な
り
ま
す
が
、

こ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合

は
、70
歳
に
な
る
ま
で
任
意
加
入
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、海
外
に
在
住
す
る
日
本
国

籍
を
持
つ
方
も
、国
民
年
金
に
任
意

加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、日
本
年
金

機
構
よ
り
送
ら
れ
て
く
る
納
付
書
に

よ
り
、毎
月
の
保
険
料
を
翌
月
の
末

日
ま
で
に
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
と
、

将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
の
額

が
少
な
く
な
っ
た
り
、場
合
に
よ
っ

て
は
年
金
が
受
け
取
れ
な
く
な
っ
た

り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、

万
一
の
と
き
に
障
害
基
礎
年
金
や
遺

族
基
礎
年
金
が
受
け
取
れ
な
く
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
保
険
料
の
納
付
は
便
利
な

　
口
座
振
替
が
お
勧
め
で
す

　

口
座
振
替
に
す
る
と
、指
定
し
た

口
座
か
ら
自
動
的
に
引
き
落
と
さ
れ

ま
す
の
で
、金
融
機
関
の
窓
口
ま
で

納
め
に
行
く
手
間
が
か
か
ら
ず
便
利

で
、納
め
忘
れ
も
防
ぐ
こ
と
が
で
き

安
心
で
す
。

　

ご
利
用
さ
れ
る
方
は
、金
融
機
関
窓

口
に
て
口
座
振
替
申
出
書
に
必
要
事

項
を
記
入
・
押
印（
金
融
機
関
の
届
出

印
）の
上
、手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
保
険
料
を
納
め
る
の
が

　
　
　
　
　
　
困
難
な
と
き

　

経
済
的
な
理
由
等
で
保
険
料
を
納

付
い
た
だ
く
こ
と
が
困
難
な
場
合
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
免

除
・
猶
予
に
な
る「
保
険
料
免
除
制

度
」や「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」が

あ
り
ま
す
。ま
た
、学
生
の
方
に
は
、

在
学
期
間
中
の
保
険
料
の
納
付
を
猶

予
す
る「
学
生
納
付
特
例
制
度
」が
あ

り
ま
す
。

　

保
険
料
の
免
除
や
猶
予
を
受
け

ず
保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、

万
一
、障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮

の
事
態
が
発
生
す
る
と
、障
害
基
礎

年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
取
れ

な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

10
月
19
日（
火
）、人
権
相
談
・
行

政
相
談
・
心
配
ご
と
相
談
の
合
同
相

談
所
を
日
高
町
保
健
福
祉
総
合
セ
ン

タ
ー
２
階
会
議
室
で
午
後
１
時
か
ら

４
時
ま
で
開
設
し
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

相
談
員
は
、社
会
福
祉
協
議
会
会

長
・
副
会
長
、民
生
児
童
委
員
、人
権

擁
護
委
員
、行
政
相
談
委
員
、弁
護
士

の
方
々
で
す
。

　

詳
し
く
は
、日
高
町
社
会
福
祉
協

議
会（
☎
６
３
・
２
７
５
１
）ま
で
。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め

忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

ご
存
知
で
す
か
？

国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度

人
権
相
談
・
行
政
相
談
・

心
配
ご
と
相
談
合
同
相
談
所

開
設
の
お
知
ら
せ
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